
地域における文化財の総合的な保存・活用

重要文化財等に
指定・選定して
個別に保護措置
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都道府県：文化財保存活用大綱の策定

市町村：文化財保存活用地域計画の策定

地域の
文化財の
総合的な
保存活用

・域内の文化財の総合的な保存活用に係る取組の方針、広域区域ごとの取組、小規模市町村への支援等

協議会
市町村、都道府県、文化財の所有者、文化財
保存活用支援団体のほか、学識経験者、商工
会、観光関係団体など必要な者で構成

地方
文化財保護
審議会

保存活用のために必要な措置
・価値付け
・修理管理
・ガイダンス施設整備
・普及啓発 等

域内の文化財の総合的な把握
(未指定文化財を含む)

文化財保存活用支援団体：市町村は地域計画に記載された保存活用のための措置と
活動方針が合致する民間団体を指定し、民間も含め地域一体での文化財継承へ

遺跡

地
域
計
画
の
認
定

国（文化庁長官）

改正文化財保護法による文化財保存活用地域計画の認定について

過疎化・少子高齢化などを背景に、文化財の滅失や散逸等の防止が緊急の課題であり、未指定を含めた文化財を
まちづくりの核とし、社会総がかりで、その継承に取組んでいくことが必要。このため、地域における文化財の計
画的な保存・活用の促進や、地方文化財保護行政の推進力の強化を図る。

これに加えて、地域社会
全体で文化財の継承

町村への一部事務の権限移譲 国に対する登録文化財の提案

(ボトムアップでの未指定文化財の保護の促進)(認定町村における円滑な計画の実施)

・国の認定を受けた計画には２つの効果

国の認定を受けた文化財保存活用地域計画（令和２年２月１４日現在 計９市町村 本日認定されたものは下線）
北海道札幌市、茨城県牛久市、山梨県富士吉田市、長野県松本市、大阪府河内長野市、兵庫県神河町、奈良県王寺町、島根県益田市、長崎県平戸市
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